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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
号 

 
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

四
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

令
和
四
年
九
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

試
験
期
日 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
十
二
時
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室
Ｃ 

三 

受
験
手
続 

 

イ 

受
験
願
書
の
入
手
方
法 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課
、
各
環
境
管
理
事
務
所
並
び
に
各
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
及
び 

 

 
 

同
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
四
年
九
月
九
日
（
金
）
か
ら
配
布
す
る
。 

 

ロ 

申
込
方
法 

 
 

 

受
験
願
書
等
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と
。 

 

ハ 

受
付
期
間 

 
 

 

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
（
月
）
か
ら
十
月
十
一
日
（
火
）
ま
で
（
期
間
内
消
印
有
効
） 

四 

受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

郵
便
番
号
三
三
〇
―
九
三
〇
一 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

埼
玉
県 

 

環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

五 

試
験
手
数
料 

 
 

八
千
円
に
相
当
す
る
額
の
埼
玉
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と
。 

六 

試
験
科
目 

 

イ 

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令 

 

ロ 

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項 

 
 

を
含
む
。
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
号 

 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
及
び
診
療
所
を
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年

厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
と
し
て
令
和
四
年

九
月
三
日
に
認
定
し
、
そ
の
有
効
期
限
を
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

                           

医
療
法
人
新
青
会
川
口
工
業

総
合
病
院 

医
療
法
人
三
誠
会
川
口
誠
和

病
院 

埼
玉
協
同
病
院 

 

医
療
法
人
青
木
会
青
木
中
央

ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
サ
ン
セ
リ
テ
三

浦
病
院 

秀
和
総
合
病
院 

 

医
療
法
人
社
団
協
友
会
メ
デ
ィ

カ
ル
ト
ピ
ア
草
加
病
院 

医
療
法
人
正
務
医
院 

 

獨
協
医
科
大
学
埼
玉
医
療
セ
ン

タ
ー 

さ
い
た
ま
市
立
病
院 

 

医
療
法
人
社
団
幸
正
会
岩
槻

南
病
院 

  
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 

病
院
及
び
診
療
所 

埼
玉
県
川
口
市
青
木
一
丁
目
十
八
番

十
五
号 

埼
玉
県
川
口
市
江
戸
三
丁
目
三
十
五

番
四
十
六
号 

埼
玉
川
口
市
大
字
木
曽
呂
千
三
百
十

七
番
地 

埼
玉
県
川
口
市
柳
崎
三
丁
目
七
番
二

十
四
号 

埼
玉
県
富
士
見
市
下
南
畑
三
千
百
六

十
六
番
地 

埼
玉
県
春
日
部
市
谷
原
新
田
千
二
百

番
地 

埼
玉
県
草
加
市
谷
塚
一
丁
目
十
一
番

十
八
号 

埼
玉
県
草
加
市
青
柳
五
丁
目
十
二
番

十
三
号 

埼
玉
県
越
谷
市
南
越
谷
二
丁
目
一
番

五
十
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
三
室

二
千
四
百
六
十
番
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
黒

谷
二
千
二
百
五
十
六
番
地 

  
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 

令

和

七

年

九

月
二
日 

同
右 

 

同
右 

 
同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

有
効
期
限 

 



  
ほ
し
あ
い
眼
科 

 

坂
戸
中
央
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
総
合
医
療
セ
ン

タ
ー 

医
療
法
人
豊
岡
整
形
外
科
病

院 豊
岡
第
一
病
院 

 

武
蔵
台
病
院 

 

埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療
セ
ン

タ
ー 

行
田
中
央
総
合
病
院 

 

し
ら
さ
き
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 

熊
谷
生
協
病
院 

 

本
庄
脳
神
経
外
科
・
脊
椎
外
科 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
美
園
六
丁

目
九
番
地
十 

埼
玉
県
坂
戸
市
南
町
三
十
番
八
号 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
鴨
田
千
九
百
八

十
一
番
地 

埼
玉
県
入
間
市
豊
岡
一
丁
目
七
番
十

六
号 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
黒
須
千
三
百
六

十
九
番
地
三 

埼
玉
県
日
高
市
大
字
久
保
二
百
七
十

八
番
地
十
二 

埼
玉
県
日
高
市
大
字
山
根
字
稲
荷
山

千
三
百
九
十
七
の
一 

埼
玉
県
行
田
市
富
士
見
町
二
丁
目
十

七
番
地
十
七 

埼
玉
県
久
喜
市
久
喜
新
千
百
八
十
番

一 埼
玉
県
熊
谷
市
上
之
三
千
八
百
五
十

四 埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
五
丁
目

十
番
八
号 

令

和

七

年

九

月
二
日 

同
右 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ハ
ー
ド
オ
フ
・
オ
フ
ハ
ウ
ス
久
喜
店 

 
 

 

埼
玉
県
久
喜
市
久
喜
本
字
道
合
七
百
六
十
七
―
三
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
青
木
商
会 

代
表
取
締
役 

青
木
義
雄 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
一
丁
目
七
番
地
五 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
大
宮
電
化 

代
表
取
締
役 

青
木
義
宏 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
五
丁
目
三
番
一
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
百
四
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

三
七
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
五
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

一
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
四
年
九
月
六
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｉ
Ｋ
Ｅ
Ａ
新
三
郷 

 
 

 

埼
玉
県
三
郷
市
新
三
郷
ら
ら
シ
テ
ィ
二
―
二
―
二 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 

（
変
更
前
）
イ
ケ
ア
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

ア
ン
・
ペ
ト
ラ
・
マ
リ
ア
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

フ
ァ
ー
レ 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
船
橋
市
浜
町
二
丁
目
三
番
三
十
号
五
階 

 

（
変
更
後
）
イ
ケ
ア
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

ペ
ト
ラ
・
フ
ァ
ー
レ 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
船
橋
市
浜
町
二
丁
目
三
番
三
十
号
五
階 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
一
月
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
四
年
九
月
六
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
六
日
ま
で 



 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
坂
戸
、
鶴
ヶ
島
下
水
道
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

坂
戸
、
鶴
ヶ
島
下
水
道
組
合 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

鶴
ヶ
島
市
大
字
上
広
谷
、
大
字
藤
金
、
大
字
三
ツ
木 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
一
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
松
伏
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

松
伏
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
松
伏
町
都
市
計
画
基
本
図
修
正
業
務
委
託
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

松
伏
町
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
二
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
地
域
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
地
域
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
、
画
地
確
定
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

羽
生
市
大
字
上
岩
瀬
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
十
日
か
ら
令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
三
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
鶴
ヶ
島
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

鶴
ヶ
島
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

鶴
ヶ
島
市
大
字
藤
金
、
鶴
ヶ
丘
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
四
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
三
芳
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

三
芳
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

三
芳
町
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
五
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
一
―
六
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
増
形
字
中
久
保
七
百
六
十
番
地
二 

他
四
百
一
筆 

 

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
柏
原
字
北
通
百
二
十
六
番
地
一 

他
八
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

二
万
九
千
六
十
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
六
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
令
和
四
年
十
一
月
六
日
に
行
う
草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画

整
理
審
議
会
委
員
選
挙
の
選
挙
人
名
簿
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
四
年
九
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で 

二 

縦
覧
時
間 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
七
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  保管場所標章印字機の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和４年７月14日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  みずほ東芝リース株式会社 東京都港区虎ノ門１丁目２番６号 

５ 落札金額 

  47,520,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和４年５月31日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
八
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  捜査管理システムサーバ等機器の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和４年７月13日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 東京都港区芝浦１丁 

 目２番３号 

５ 落札金額 

  176,220,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和４年５月31日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  タブレット式認知機能検査システムの賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和４年７月15日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

  284,235,600円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和４年５月31日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  ヘリコプターテレビシステム機上設備の購入 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和４年７月15日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社東通インターナショナル 東京都千代田区九段北２丁目３番６号 

５ 落札金額 

  360,800,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和４年５月31日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
一
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 



１ 購入等件名及び予定数量 

  男性警察官用合服ズボンの製造請負（単価契約） 3,349着 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁 

 目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和４年７月８日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社トーホーユニ 東京都千代田区神田小川町２丁目１番７号 

５ 落札金額 

  38,533,594円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和４年５月24日  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
二
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 



１ 購入等件名及び予定数量 

  男性警察官用合活動服の製造請負（単価契約） 2,100着 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

 目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和４年７月８日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  赤城工業株式会社 東京都江東区北砂１丁目13番４号 

５ 落札金額 

  45,922,800円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和４年５月24日  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
三
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第

五
十
四
号
）
別
表
第
七
号
の
表
第
一
号
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
作
動
又
は
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ

ケ
ッ
ト
発
給
手
数
料
の
収
納
事
務
を
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の

間
、
次
に
掲
げ
る
者
に
委
託
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

住
所 

 
 

千
葉
県
千
葉
市
花
見
川
区
幕
張
本
郷
五
丁
目
四
番
七
号 

二 

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

サ
ン
エ
ス
警
備
保
障
株
式
会
社 

 
 

代
表
取
締
役 

大
野 

淳
史 



正

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号
（
令
和
四
年
八
月
二
十
六
日
第
三
百
四
十
号
）
中
訂
正 

 

行 前
か
ら
九 

 

誤 令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
ま
で 

 

正 令
和
四
年
九
月
二
十
八
日
ま
で 
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